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役員報酬制度見直しに伴う長期インセンティブ報酬制度導入に関するお知らせ 

 

当社は、今年度より役員報酬制度の見直しを行い、長期インセンティブ報酬制度（自社株式の

取得）の導入を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．目的 

取締役及び執行役員の職務に対する報酬を１年毎に確定させることで、取締役及び執行役員

の業績向上と、株主との中長期的な利害の共有を一層強化することで、更なる企業価値の増大

を図ることを目的とします。 

 

２．見直しの内容 

(1)役員評価制度導入について 

取締役及び執行役員（代表取締役、社外取締役及び監査役は除く）を対象に、役員評価制度

を導入することで、経営戦略の実行を強く動機づけるとともに、役員個人の業績評価が明確に

報酬に反映される仕組みといたします。 

また、役員報酬を審議する機関として、代表取締役と社外取締役で構成する委員会を設置い

たします。 

 

(2)長期インセンティブ報酬制度導入について 

当社は、平成 28 年 7 月以降、上記の業績評価を反映した報酬の一部について、役位に応じ

た一定割合を当社役員持株会に毎月拠出し、自社株式の取得に充当することといたします。取

得した株式は、在任期間及び退任後１年間は譲渡できないものとし、役員報酬と株主価値との

連動が図れる制度といたします。 

 

３．今後の見通し 

  本件による当期の連結業績予想への影響は軽微であります。 

 

以上 

 

 


